
　
街
路
樹
の

イ
チ
ョ
ウ
が

色
付
き
始
め

た
と
思
っ
た

ら
バ
ッ
サ
リ
剪
定
さ
れ
、
幹
だ

け
の
姿
を
晒
し
て
い
る
。
落
ち

葉
の
掃
除
も
し
な
い
者
が
と
お

叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
公
園
な
ど
の
樹
木
で
も
強

剪
定
し
た
も
の
を
見
か
け
、
寂

し
さ
を
感
じ
る
。昔
、イ
チ
ョ
ウ

の
葉
は
油
分
が
多
い
と
、
市
電

に
は
線
路
に
撒
く
た
め
の
砂
が

用
意
し
て
あ
っ
た
の
を
思
い
出

す
。
そ
の
頃
は
落
葉
前
に
切
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
▼

神
宮
外
苑
の
再
開
発
で
樹
木
が

伐
採
さ
れ
る
と
報
じ
ら
れ
、
著

名
な
音
楽
家
な
ど
が
反
対
を
表

明
し
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い

る
。
風
致
地
区
の
規
制
を
緩
和

し
て
ま
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｓ

（
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
）
の

指
摘
を
無
視
し
て
ま
で
、
す
る

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
▼
神
戸
で

は
王
子
公
園
再
整
備
計
画
で
、

一
部
を
売
却
し
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
を
誘
致
す
る
と
い
う
。
経

済
効
果
が
年
間
1
1
6
億
円
と

言
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
樹
木

が
伐
採
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

平
塚
市
の
公
園
計
画
で
も
、
海

岸
に
あ
る
防
砂
目
的
に
植
え
ら

れ
て
い
る
樹
林
帯
の
半
分
ほ
ど

の
伐
採
が
計
画
さ
れ
、
地
元
自

治
会
な
ど
が
反
対
の
声
を
上
げ

て
い
る
。
何
で
も
金
額
に
換
算

し
評
価
す
る
の
で
、
木
々
が
生

え
て
い
る
だ
け
で
は
お
金
に
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

一
方
で
、
二
酸
化
炭
素
排
出
削

減
と
い
い
な
が
ら
…
▼
寸
評
子

の
利
用
す
る
駅
に
も
、
昔
は
桜

な
ど
の
木
々
が
あ
り
、
小
さ
な

池
に
は
金
魚
も
い
た
。
時
代
と

と
も
に
駅
も
変
わ
り
木
は
一
本

も
な
い
。
世
知
辛
く
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。

（
門
雀
庵
）

　
保
険
証
廃
止
、

防
衛
予
算
増
額
、

社
会
保
障
費
抑

制
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
取

扱
い
、
医
療
Ｄ
Ｘ

の
活
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
山
積
さ
れ
た
ま
ま
師
走
を
迎

え
た
。
特
に
医
療
、
介
護
、
障

害
に
係
る
社
会
福
祉
関
連
予
算

は
防
衛
予
算
増
額
の
影
響
で
今

後
か
な
り
の
減
額
圧
力
を
受
け

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
保
険

医
協
会
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
取

り
組
ん
で
市
民
の
健
康
、
福
祉

を
守
っ
て
ゆ
く
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
組
織
や
職
域
の
人
々
と
の
協

力
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
11
月
5

日
、
保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の

各
保
険
医
協
会
と
近
畿
各
府
県

の
社
会
保
障
推
進
協
議
会
が
主

催
す
る
近
畿
総
決
起
集
会
が
9

年
ぶ
り
に
大
阪
難
波
で
開
催
さ

れ
、
参
加
し
た
。「
保
険
証
残

せ
！
社
会
保
障
の
拡
充
で
、
い

の
ち
・
暮
ら
し
を
守
ろ
う
！

オ
ー
ル
近
畿
ア
ク
シ
ョ
ン
2
0

2
3
」
と
銘
打
っ
た
集
会
で

は
、
大
阪
府
保
険
医
協
会
理
事

長
の
開
会
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

国
会
議
員
の
短
い
ス
ピ
ー
チ
、

兵
庫
県
保
険
医
協
会
理
事
長
の

基
調
報
告
、
保
団
連
会
長
に
よ

る
保
険
証
廃
止
反
対
の
訴
え
が

続
い
た
。
そ
の
後
、
湖
東
民
主

商
工
会
の
方
に
よ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
反
対
、
新
日
本
婦
人
の

会
京
都
府
本
部
の
方
に
よ
る
子

ど
も
医
療
費
助
成
拡
充
、
き
ょ

う
さ
れ
ん
奈
良
支
部
の
方
に
よ

る
障
害
者
の
健
康
を
守
る
話
、

和
歌
山
県
社
会
保
障
推
進
協
議

会
代
表
幹
事
に
よ
る
年
金
引
き

上
げ
、
宝
塚
医
療
生
協
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
に
よ

る
介
護
職
の
処
遇
改
善
、
生
活

保
護
基
準
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟

原
告
の
方
に
よ
る
最
高
裁
で
勝

訴
を
目
指
す
話
、
和
歌
山
中
央

医
療
生
活
協
同
組
合
の
方
に
よ

る
ア
ピ
ー
ル
な
ど
多
職
種
の
方

々
か
ら
5
〜
10
分
間
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
も
現
場
で
実
際
に
関

わ
っ
て
い
る
人
な
ら
で
は
の
切

実
な
内
容
で
、
車
い
す
で
報
告

さ
れ
た
方
も
あ
り
、
皆
問
題
に

対
し
て
怯
む
こ
と
な
く
勇
敢
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
参
加
者
全
員
、
会
場

前
の
御
堂
筋
で
プ
ラ
カ
ー
ド
を

掲
げ
て
道
行
く
人
々
に
保
険
証

廃
止
反
対
な
ど
の
要
望
を
訴
え

た
。
こ
の
集
会
に
よ
り
明
確
に

な
っ
た
の
は
、
多
岐
に
わ
た
る

職
種
の
方
々
が
我
々
保
険
医
協

会
と
意
見
を
一
に
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
多
職
種
の
人
々
と

問
題
を
共
有
し
、
連
携
し
て
ゆ

く
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
参

加
者
は
各
人
の
や
り
方
で
果
敢

に
問
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い

た
。
こ
の
事
実
は
我
々
保
険
医

協
会
の
活
動
に
少
な
か
ら
ず
勇

気
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も

あ
る
。

マ
イ
ナ
問
題
は
今
国
会
の
争
点

あ
る
べ
き
医
療
Ｄ
Ｘ
で
医
療
充
実
を

京
都
選
出
国
会
議
員
と
面
談

　
協
会
は
11
月
9
日
の
保
団
連
の
国
会
要
請
に
あ
わ
せ
、
京

都
選
出
国
会
議
員
へ
医
療
Ｄ
Ｘ
、
保
険
証
廃
止
撤
回
を
め
ぐ

る
要
請
を
行
っ
た
。
吉
中
理
事
と
事
務
局
が
、
穀
田
恵
二
衆

議
院
議
員
、
井
上
哲
士
参
議
院
議
員
、
前
原
誠
司
衆
議
院
議

員
、
北
神
圭
朗
衆
議
院
議
員
・
秘
書
、
福
山
哲
郎
参
議
院
議

員・秘
書
、倉
林
明
子
参
議
院
議
員・秘
書
の
順
に
面
談
し
た
。

　
協
会
は
マ
イ
ナ
問
題
に
つ
い

て
、
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
7

割
が
ト
ラ
ブ
ル
あ
り
と
回
答

し
、
利
便
性
を
感
じ
て
い
な
い

現
状
を
訴
え
た
。
紙
の
保
険
証

を
残
す
た
め
に
も
、
立
憲
民
主

党
の
延
期
法
案
が
流
れ
を
変
え

る
契
機
に
な
る
の
で
は
と
述
べ

た
。
さ
ら
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム

学
会
が
シ
ス
テ
ム
の
問
題
性
を

指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
。

医
療
で
の
二
次
利
用
ば
か
り
に

目
が
い
き
、
一
次
利
用
が
お
ろ

そ
か
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し

た
。
医
療
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
進

め
る
べ
き
だ
が
、
デ
ー
タ
を
集

め
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
で
は

な
く
、
何
の
た
め
に
デ
ー
タ
を

集
め
る
の
か
と
い
う
視
点
が
抜

け
て
い
る
と
強
調
し
た
。

　
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
は

5
％
の
賃
上
げ
を
言
っ
て
い
る

医
療
・
介
護
・
障
害
に
関
わ
る

問
題
共
有
し
、
連
携
す
る
重
要
性

が
、
医
療
機
関
は
来
春
の
診
療

報
酬
が
マ
イ
ナ
ス
改
定
で
は
賃

上
げ
で
き
な
い
厳
し
い
現
状
で

あ
る
と
訴
え
た
。
防
衛
費
を
上

げ
て
、
社
会
保
障
費
を
抑
制
し

て
い
る
の
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ

と
し
、
診
療
報
酬
を
上
げ
、
医

療
従
事
者
の
賃
上
げ
に
つ
な
げ

て
経
済
を
回
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
と
述
べ
た
。

　
穀
田
議
員
は
、
マ
イ
ナ
保
険

証
は
利
用
率
が
低
く
、
ト
ラ
ブ

ル
多
発
の
現
状
が
あ
り
、
シ
ス

テ
ム
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る

と
指
摘
し
た
。
協
会
の
ア
ン

ケ
ー
ト
回
答
の
ト
ラ
ブ
ル
事
例

は
現
場
の
リ
ア
ル
な
声
で
あ
り

問
題
が
よ
く
分
か
る
と
述
べ
た

こ
と
に
対
し
、
協
会
は
保
険
証

廃
止
撤
回
の
取
組
み
で
の
積
極

的
な
活
用
を
求
め
た
。

　
井
上
議
員
は
、
マ
イ
ナ
保
険

　
オ
ー
ル
近
畿
ア
ク
シ
ョ
ン
2

0
2
3
が
11
月
5
日
に
大
阪
の

難
波
御
堂
筋
ホ
ー
ル
で
開
催
さ

れ
、
協
会
か
ら
辻
・
宇
田
理

事
、
礒
部
部
員
と
事
務
局
あ
わ

せ
て
16
人
が
参
加
し
、
近
畿
各

地
か
ら
3
5
0
人
が
結
集
し
た
。

　
集
会
で
は
、
兵
庫
県
保
険
医

協
会
の
西
山
裕
康
理
事
長
が
基

調
報
告
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
保
険
証
利
用
の
狙
い
は
、

証
が
こ
れ
だ
け
大
き
な
問
題
に

な
り
、
来
秋
に
紙
の
保
険
証
を

廃
止
す
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
こ

と
に
な
る
と
危
機
感
を
示
し
、

国
会
で
の
大
き
な
争
点
に
し
た

い
と
述
べ
た
。
国
は
マ
イ
ナ
推

進
の
旗
を
降
ろ
し
て
い
な
い

が
、
声
高
に
素
晴
ら
し
い
と
言

い
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
述

べ
、
さ
ら
な
る
取
り
組
み
の
必

要
性
を
確
認
し
た
。
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ

問
題
は
水
俣
病
の
よ
う
に
原
因

が
特
定
さ
れ
て
か
ら
で
は
被
害

が
拡
大
す
る
と
し
て
、
予
防
原

則
の
重
要
性
が
示
さ
れ
た
。

　
前
原
議
員
は
、
国
は
来
秋
で

保
険
証
廃
止
と
言
わ
ず
、
し
っ

か
り
対
応
す
べ
き
だ
と
見
解
を

述
べ
た
。
自
治
体
担
当
者
か
ら

も
、
マ
イ
ナ
総
点
検
で
は
漢
字

の
種
類
や
住
所
の
ハ
イ
フ
ン
や

番
地
の
違
い
の
突
き
合
わ
せ
が

大
変
と
聞
い
て
お
り
、
自
治
体

の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
そ
れ
だ

け
時
間
が
か
か
る
と
指
摘
し

た
。
協
会
か
ら
は
医
療
機
関
で

は
ほ
と
ん
ど
マ
イ
ナ
保
険
証
が

使
わ
れ
て
い
な
い
実
態
を
強
調

し
、
拙
速
な
医
療
Ｄ
Ｘ
は
医
療

の
充
実
に
つ
な
が
ら
な
い
と
訴

え
た
。

医
療
・
健
康
情
報
の
流
用
に
よ

る
企
業
へ
の
利
益
供
与
に
あ

り
、
そ
の
た
め
に
我
々
の
大
事

な
情
報
を
渡
し
て
は
な
ら
な
い

と
訴
え
た
。
さ
ら
に
、
厳
し
さ

を
増
す
国
民
生
活
を
下
支
え

し
、
社
会
保
障
充
実
で
将
来
不

安
を
払
拭
す
る
政
策
へ
の
転
換

を
求
め
た
。
続
い
て
医
療
分
野

か
ら
報
告
し
た
全
国
保
険
医
団

体
連
合
会
の
住
江
憲
勇
会
長

も
、
医
療
現
場
と
国
民
に
困
難

と
混
乱
を
押
し
付
け
る
保
険
証

廃
止
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

各
地
か
ら
子
ど
も
医
療
費
、
障

害
者
医
療
、
介
護
保
険
、
生
活

保
護
な
ど
社
会
保
障
の
拡
充
を

訴
え
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　
集
会
後
は
、
御
堂
筋
で
プ
ラ

カ
ー
ド
を
掲
げ
る
な
ど
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
ア
ピ
ー
ル
を
行
っ
た
。

〝
保
険
証
残
せ
〞
3
5
0
人
結
集

医
療
情
報
活
用
は
企
業
利
益
で
な
く

生
活
の
不
安
払
拭
す
る
視
点
を

近 畿
総決起集会

本
紙
本
紙
3
1
5
4

3
1
5
4
号
に
号
に

署
名
用
紙
を
同
封
し
ま
し
た
。

署
名
用
紙
を
同
封
し
ま
し
た
。

署
名
用
紙
の
追
加
は

署
名
用
紙
の
追
加
は

協
会
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

協
会
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

（
上
か
ら
面
談
順
に
）
穀
田
・
井
上
・
前
原
各
議
員

集会では参加者全員でシュプレヒコール

通行人に社会保障の拡充を訴える
スタンディングアピール

2 0 2 3 年 (令和 5年) 1 2 月 1 0 日 第 3 1 5 9 号京 都 保 険 医 新 聞( 1 ) 毎月10日･25日発行

主な内容

協会サイト：https://healthnet.jp（会員専用ログイン ID：kyohoi  パスワード：soud@nsiyou!）　　アミスサイト：https://amis.kyoto

●医師賠償責任保険
● 休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）
●針刺し事故等補償プラン
● 自動車保険・火災保険

TEL 075-212-0303

ご用命は

アミスアミス まで

急
登
・
急
下
降
も
ナ
ン
ノ
ソ
ノ

ハ
イ
キ
ン
グ

（
２
面
）

デ
ュ
オ
の
魅
力
を
堪
能
ジ
ャ
ズ
の
会
（
２
面
）

年
末
調
整
と
決
算
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
（
４
面
）



ホスピタリティで選ばれるクリニック
価値観や気付きを自身で見つめる

医院オリジナルの接遇研修

　
鈴
木
形
成
外
科
小
児
科
（
東
山
区
）
は
9
月
29
日
に
個
別
接
遇
研
修
を
開
催
。
協
会

は
講
師
に
（
株
）
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
Ｓ
Ｉ
Ｑ
協
会
の
米
谷
徳
恵
氏
を
派
遣
。
鈴
木
晴
恵
院

長
を
含
め
12
人
が
参
加
し
た
。

　
協
会
は
、「
比
叡
山
よ
り
大
原
へ
〜
行
者
回
峰
道
を

往
く
」
と
題
し
た
環
境
ハ
イ
キ
ン
グ
を
11
月
19
日
に
開

催
し
た
。
2
0
2
0
年
3
月
に
開
催
し
て
以
来
の
再
開

（
5
月
に
天
候
不
良
で
中
止
）
と
な
っ
た
。
当
日
は
快

晴
に
恵
ま
れ
、
参
加
者
は
約
10
㎞
の
行
程
を
踏
破
し

た
。
以
下
、
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

　
米
谷
氏
は
、
研
修
と
は
「
共

有
の
場
」「
視
点
を
養
う
場
」

「
自
己
成
長
の
場
」
で
、
客
観

的
に
自
分
を
観
て
、
無
意
識
の

行
動
に
気
付
き
、
意
識
す
る
こ

と
で
行
動
を
変
容
さ
せ
る
の
が

目
的
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
ク

リ
ニ
ッ
ク
の
診
療
理
念
に
触

れ
、
今
回
の
研
修
は
こ
の
理
念

を
具
現
化
し
、
形
に
変
え
る
こ

と
が
目
標
と
し
た
。

　
医
療
機
関
に
限
ら
ず
、
顧
客

（
患
者
）
が
期
待
す
る
サ
ー
ビ

ス
と
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
釣

り
合
う
こ
と
は
、
日
本
で
は

「
当
た
り
前
」
と
さ
れ
る
。
患

者
が
期
待
を
上
回
る
サ
ー
ビ
ス

に
感
謝
や
信
頼
を
感
じ
る
と
、

リ
ピ
ー
タ
ー
に
な
っ
た
り
、
周

囲
に
口
コ
ミ
を
広
げ
た
り
す
る

が
、
患
者
の
期
待
に
応
え
ら
れ

な
い
と
、
小
さ
な
不
満
が
積

も
っ
て
苦
情
に
な
り
、
ク
レ
ー

ム
へ
発
展
す
る
こ
と
も
あ
る
。

思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
つ

も
り
で
も
、
上
手
く
表
現
で
き

て
い
な
け
れ
ば
患
者
に
は
伝
わ

ら
な
い
。
患
者
は
五
感
で
ス

タ
ッ
フ
を
評
価
す
る
。
そ
の
大

部
分
を
視
覚
と
聴
覚
が
占
め

る
。
米
谷
氏
は
、
身
だ
し
な

み
・
表
情
・
態
度
（
立
ち
居
振

る
舞
い
）・
言
葉
遣
い
・
あ
い

さ
つ
の
5
項
目
が
思
い
や
り
の

気
持
ち
を
表
現
す
る
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
解
説
し
た
。

　
表
情
の
練
習
で
は
、
参
加
者

を
2
人
ず
つ
に
分
け
、
1
人
が

お
題
に
沿
っ
た
表
情
を
し
、
も

う
1
人
が
何
の
表
情
か
当
て
る

ゲ
ー
ム
を
実
施
。
米
谷
氏
は
、

患
者
の
表
情
が
分
か
ら
な
い

と
、
求
め
て
い
る
こ
と
も
分
か

　
「
挨
拶
」
の
字
は
仏
教
用
語

の
「
一
挨
一
拶
」
に
由
来
し
、

相
手
よ
り
先
に
自
分
か
ら
す
る

も
の
だ
と
説
明
。
相
手
か
ら
あ

い
さ
つ
を
さ
れ
て
返
す
の
は
、

あ
い
さ
つ
で
は
な
く
「
返
事
」

だ
と
述
べ
た
。
ま
た
、
謝
罪
は

相
手
の
怒
り
の
感
情
に
対
し
て

行
う
こ
と
が
大
切
だ
と
し
た
。

　
思
い
や
り
を
伝
え
る
言
葉
遣

い
と
し
て
、
例
題
を
挙
げ
な
が

ら
接
遇
用
語
に
つ
い
て
解
説
。

参
加
者
は
ク
ッ
シ
ョ
ン
言
葉
や

言
い
換
え
、
言
い
回
し
な
ど
を

身
に
着
け
よ
う
と
、
熱
心
に
メ

モ
を
取
っ
て
い
た
。
ま
た
、
電

話
応
対
の
第
一
声
は
ク
リ
ニ
ッ

ク
の
第
一
印
象
を
決
め
る
と
し

た
。

　
米
谷
氏
は
最
後
に
「
今
回
学

ん
だ
こ
と
を
自
分
自
身
で
振
り

返
り
、
何
に
気
付
い
た
か
、
ど

う
思
っ
て
い
る
か
（
自
分
の
価

値
観
）
を
見
つ
め
る
こ
と
。
そ

の
上
で
、
接
遇
は
チ
ー
ム
で
レ

ベ
ル
を
揃
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
、
自
分
が
そ
の
レ
ベ
ル

に
至
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た
の

で
あ
れ
ば
、
ス
キ
ル
や
価
値
観

を
ど
う
高
め
て
い
く
か
考
え
る

こ
と
が
必
要
」
と
ア
ド
バ
イ
ス

し
た
。

急
登
・
急
下
降
も
ナ
ン
ノ
ソ
ノ

医
療
法
人
菱
和
会
菱
本
医
院
（
伏
見
）

菱
本
美
紀
子

　
約
4
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た

環
境
ハ
イ
キ
ン
グ
に
夫
婦
2
人

で
参
加
し
ま
し
た
。
総
勢
10
人

で
午
前
9
時
、
叡
山
電
鉄
出
町

柳
駅
か
ら
好
天
の
中
、
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
事
前
の
案
内
文
に
〝
一
部
に

急
登
・
急
下
降
は
あ
り
ま
す
が

…etc.

〞
と
の
記
載
が
あ
り

「
最
後
ま
で
歩
け
る
だ
ろ
う
か
」

と
不
安
を
抱
い
た
も
の
の
「
い

ざ
と
な
っ
た
ら
途
中
離
脱
し
た

あ
る
心
持
ち
で
玉
体
杉
を
目
指

し
て
歩
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
ハ
イ
キ
ン
グ
は
（
後

か
ら
思
い
返
す
と
）
こ
こ
か
ら

が
本
番
だ
っ
た
の
で
す
。（
離

脱
し
た
く
て
も
で
き
な
い
！
）

そ
の
後
の
行
程
で
は
専
ら
殿
を

つ
と
め
つ
つ
も
〝
急
登
〞
で
は

決
し
て
上
を
（
大
丸
百
貨
店
分

の
高
さ
が
あ
る
と
い
う
激
し
い

傾
斜
に
視
覚
で
挫
け
ぬ
よ
う
）

見
上
げ
ず
、〝
急
下
降
〞
で
は

必
死
に
、
前
を
行
く
先
生
の
足

跡
を
目
と
足
で
追
い
つ
つ
、
一

歩
一
歩
頑
張
り
ま
し
た
。

　
道
中
立
ち
寄
っ
た
、
浄
土
院

の
静
か
で
美
し
い
佇
ま
い
や
比

叡
山
登
山
者
の
5
0
0
人
に
1

人
し
か
行
か
な
い
、
と
い
う
大

比
叡
三
角
点
、
玉
体
杉
か
ら
望

ん
だ
京
都
市
街
の
素
晴
ら
し
い

眺
望
な
ど
興
味
深
く
珍
し
い
体

験
が
で
き
ま
し
た
。
途
中
、
私

の
惨
状
を
見
か
ね
て
ス
ト
ッ
ク

を
貸
し
て
下
さ
っ
た
Ｙ
先
生
ご

夫
妻
の
温
か
い
お
心
遣
い
や
、

疲
れ
た
身
体
に
あ
り
が
た
い
甘

ら
な
い
た
め
、
表
情
を
す

る
側
だ
け
で
な
く
、
当
て

る
側
の
ス
キ
ル
も
必
要
と

述
べ
た
。
ま
た
、
患
者
と

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る

時
は
、
相
手
を
見
下
げ

る
・
上
目
遣
い
・
横
目
で

見
る
な
ど
「
目
だ
け
で
見

る
」
の
は
威
圧
感
を
与
え

る
た
め
、
必
ず
顔
を
相
手

に
向
け
る
こ
と
が
大
切
だ

と
し
た
。

比叡山山頂にて

　昨年のアンコールとして、北脇氏（ギター）、西尾氏
（べース）のデュオで第１部の幕が開く。
　１曲目は I Thought About You ―愛の歌であり、
ベースがテーマを弾き、ギターがからんでロマンチック
なムードになり、早くもワインがほしくなった。２曲目
は Black Orpheus ―映画の主題歌であり、ボサノバの
リズムで踊りたくなる。３曲目は I’ll Remember April
―アップテンポの軽快な曲である。４曲目は Stardust
―有名なバラードナンバー。５曲目は Nica’s Dream
―ラテンテイスト溢れるホレス・シルバー作曲の名曲。
　アンコールは Someday My Prince Will Come ―
ディズニーのアニメ映画「白雪姫」の挿入歌でジャズ・
ワルツの名曲であり、マイルス・デイヴィスやビル・エ
ヴァンスのアルバムでよく聞いたなあと思っているうち

に、お二人の息の合った技巧的演奏は終わった。
　小休憩の後、第２部では会員が参加するジャムセッ
ションタイム。最初はゲストのデュオに会員の奥田良三
先生（キーボード）と事務局の加藤（ドラムス）を交え
た４人のセッションで、１曲目は Blues（C） ―ブルース

で今回はテーマなしでの即興演奏。ジャズセッションで
はよく演奏される。先生は大学時代ビッグバンドで弾い
ておられたのでブルースはお得意と思われる。２曲目
は Autumn Leaves ―誰もが知っているシャンソンの
スタンダードナンバー。３曲目は As Time Goes By ―
映画「カサブランカ」の主題曲でイングリッド・バーグ
マンとハンフリー・ボガードの顔を思い浮かべながら、
バラードの甘美な雰囲気に浸った後、キーボードが事務
局の竹ノ内に代わった。１曲目は Cantaloupe Island
―ハービー・ハンコックの曲でジャムセッションの超定
番曲で乗りの良い曲。２曲目は Spain ―チック・コリ
アの最も有名な曲で、アフロキューバンリズムが心地よ
く、ギタリストにも人気の高い曲でゲストにも合った選
曲で最後を締めた。
　このジャズ・ライブは私が総務部会の担当副理事長の
時、2006年に始めて、今回は16回目になる。軽食とお酒
も飲めて盛り上がる会であったが、来年こそ復活したラ
イブを期待したい。
　なお、クラッシックは、2009年から京響メンバーを中
心とした演奏者数人での演奏を協会独自で企画して楽し
む「サロンコンサート」も開催している。弦楽四重奏を
中心とした編成で開催し、今年で15回目になる。こちら
も是非お楽しみ下さい。
　ジャズ・ライブもサロンコンサートも当初から事務局
の竹ノ内のプロデュースで、本当にご苦労さまです。

参加者交えたセッションで
お得意のブルースを即興演奏

監事　増田 道彦（宇治久世）

カ
ル
テ
ッ
ト
で
盛
り
上
が
る
セ
ッ
シ
ョ
ン

　協会は10月21日、ジャズを楽しむ会をホテルグラ
ンヴィア京都で開催した。北脇久士（ギター）、西
尾寛之（ベース）のデュオで、ジャズの名曲の数々
が演奏され、デュオの魅力を堪能した。その後、会
員を交えたセッションもあり、秋のひとときを楽し
んだ。８人が参加。以下、参加記を掲載する。

デュオの魅力を存分に堪能 JAZZを楽しむ会

味
を
分
け
て
下
さ
っ
た
諸
先
生

方
の
優
し
さ
が
本
当
に
身
に
沁

み
て
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　
日
が
沈
み
き
る
少
し
前
に
、

大
原
の
里
に
皆
揃
っ
て
無
事
に

到
着
で
き
た
時
は
本
当
に
嬉
し

く
心
か
ら
安
堵
し
ま
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
の
武
田
信
英
先
生
を

は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
、
協

会
事
務
局
の
方
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
せ

普
段
の
移
動
手
段
は
自
動
車
ば

か
り
と
い
う
私
で
す
の
で
、
今

回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
後
2
、
3

日
は
身
体
が
悲
鳴
を
上
げ
て
キ

リ
キ
リ
と
痛
み
、
弱
体
化
し
た

己
が
足
腰
に
び
っ
く
り
い
た
し

ま
し
た
。
生
活
習
慣
を
見
直
し

て
、
次
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
に
備

え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

•患者さんからのクレーム対応
•電話対応
•チームパワーアップ研修
•リーダー研修　など

研
修
例

ら
よ
い
の
だ
」
と
い

う
安
直
な
気
持
ち
も

あ
り
、
ロ
ー
プ
ウ

エ
ー
で
上
が
っ
た
比

叡
山
山
上
ガ
ー
デ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
を
楽

し
ん
だ
り
、
お
土
産

を
買
い
込
ん
だ
り

と
、
途
中
離
脱
で
き

る
延
暦
寺
ま
で
は
穏

や
か
に
経
過
し
「
こ

の
分
な
ら
最
後
ま
で

イ
ケ
ル
！
グ
ン
グ
ン

歩
く
ぞ
！
」
と
余
裕

行
者
回
峰
道
を
環
境
ハ
イ
キ
ン
グ

行
者
回
峰
道
を
環
境
ハ
イ
キ
ン
グ

２人ずつで手渡しの練習

お問い合わせは協会事務局まで
☎075-212-8877

病院・診療所で
接遇研修をしませんか？

経験豊かな
講師を

派遣します

実際の場面を想定した実技練習な
ど、医療機関のお困りごとに沿っ
たオリジナルの研修を実施。

講師派遣元：㈱JAPAN・SIQ協会

ご希望の日時・内容
を事前にお伺いしま
す。お気軽にお問い
合わせ下さい。
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パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
で

の
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
と
イ

ス
ラ
エ
ル
の
戦
闘
は
1
カ
月
を

超
え
、
市
民
が
無
差
別
攻
撃
に

さ
ら
さ
れ
、
病
院
が
攻
撃
さ
れ

て
い
る
。
い
か
な
る
理
由
が
あ

ろ
う
と
も
、
市
民
へ
の
無
差
別

攻
撃
や
病
院
攻
撃
は
正
当
化
で

き
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
た
ち

は
こ
の
よ
う
な
行
い
を
強
く
非

難
し
、
即
時
停
戦
を
求
め
る
。

　
ガ
ザ
地
区
地
元
当
局
は
こ
れ

ま
で
に
1
万
1
2
4
0
人
が
死

亡
し
、
こ
の
う
ち
4
6
3
0
人

が
子
ど
も
だ
っ
た
と
発
表
（
11

月
13
日
）。
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の

死
亡
者
約
1
2
0
0
人
と
合
わ

せ
、
双
方
の
死
者
は
1
万
2
0

0
0
人
を
超
え
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に

よ
る
と
、「
ガ
ザ
地
区
に
あ
る

36
の
病
院
の
う
ち
22
が
燃
料
不

足
や
建
物
崩
壊
で
機
能
停
止
」

（
14
日
）
と
さ
れ
る
中
、
15
日

に
は
地
区
最
大
規
模
の
シ
フ
ァ

病
院
へ
攻
撃
が
行
わ
れ
た
。
機

能
停
止
し
た
病
院
に
残
さ
れ
た

患
者
は
「
絶
望
的
」
な
状
況
に

お
か
れ
て
い
る
と
報
道
さ
れ
、

さ
ら
に
多
く
の
命
が
危
機
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
空
爆
に
対

し
、
国
連
の
グ
テ
ー
レ
ス
事
務

総
長
は
「
明
確
な
国
際
人
道
法

違
反
」
と
表
明
し
、
即
時
停
戦

を
求
め
て
い
る
。
10
月
27
日
に

は
国
連
総
会
で
「
人
道
的
休

戦
」
決
議
が
採
択
さ
れ
た
が
、

こ
れ
に
日
本
は
棄
権
し
た
。
岸

田
首
相
は
国
際
人
道
法
違
反
か

ど
う
か
に
つ
い
て
「
法
的
な
判

断
を
す
る
立
場
に
な
い
」
と
述

べ
て
明
言
を
避
け
て
い
る
（
11

月
1
日
、
国
会
）。
11
月
16
日

に
は
、
国
連
安
保
理
で
「
ガ
ザ

地
区
の
子
ど
も
の
人
道
状
況
を

改
善
す
る
た
め
に
戦
闘
の
休
止

を
求
め
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ

た
が
、
米
英
露
が
棄
権
し
、
実

効
性
は
不
透
明
と
さ
れ
る
。

　
私
た
ち
は
、
生
命
と
健
康
を

守
る
医
師
の
団
体
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
事
態
を
黙
っ
て
見
過

ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
刻

も
早
い
停
戦
と
市
民
の
安
全
確

保
を
求
め
る
。
日
本
政
府
に

は
、
米
国
の
思
惑
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
こ
の
地
の
平
和

回
復
に
向
け
た
積
極
的
役
割
を

果
た
す
よ
う
求
め
る
。

2
0
2
3
年
11
月
22
日

京
都
府
保
険
医
協
会

理
事
長
　
鈴
木
　
卓

　
保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
は
7

月
か
ら
8
月
31
日
ま
で
税
務
調

査
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
医
療
機
関
の

税
務
調
査
の
実
情
を
把
握
し
、

大
阪
国
税
局
と
の
懇
談
な
ど
を

通
じ
て
税
務
調
査
の
民
主
化
に

役
立
て
る
た
め
隔
年
に
実
施
し

て
い
る
。
10
月
1
日
か
ら
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
る
に

あ
た
り
、
登
録
申
請
状
況
へ
の

質
問
項
目
を
追
加
し
た
た
め
、

速
報
で
報
告
す
る
。
全
体
の
結

果
は
全
国
保
険
医
新
聞
近
畿
ブ

ロ
ッ
ク
ニ
ュ
ー
ス
で
掲
載
予
定
。

　
調
査
時
に
消
費
税
免
税
で
あ

る
医
療
機
関
9
2
4
件
の
う

ち
、
課
税
事
業
者
へ
変
更
予
定

の
医
療
機
関
は
11
％
だ
っ
た
。

そ
の
う
ち
「
申
請
済
み
」
17

％
、「
申
請
予
定
」
13
％
、「
申

請
し
な
い
」
42
％
、「
検
討
中
」

24
％
で
あ
っ
た
。
課
税
事
業
者

へ
の
変
更
予
定
の
な
い
医
療
機

関
は
76
％
。
う
ち
「
申
請
済

み
」「
申
請
予
定
」
が
各
1

％
、「
申
請
し
な
い
」
84
％
、

「
検
討
中
」
12
％
で
あ
っ
た
。

　
京
都
協
会
の
み
の
集
計
で

は
、
消
費
税
免
税
の
医
療
機
関

1
5
0
件
の
う
ち
、
課
税
事
業

者
へ
変
更
予
定
の
医
療
機
関
は

消費税課税事業者へ変更も
「インボイス登録申請しない」４割

税務調査アンケート結果

15
％
。
そ
の
う
ち
「
申
請
済

み
」
9
％
、「
申
請
予
定
」
13

％
、「
申
請
し
な
い
」
43
％
、

「
検
討
中
」
30
％
で
あ
っ
た
。

課
税
事
業
者
へ
の
変
更
予
定
が

な
い
医
療
機
関
は
73
％
。
う
ち

「
申
請
済
み
」
の
医
療
機
関
は

な
く
、「
申
請
予
定
」
1
％
、

「
申
請
し
な
い
」
78
％
、「
検
討

中
」
15
％
と
な
っ
た
。

　
課
税
事
業
者
へ
の
変
更
を
予

定
し
て
い
る
医
療
機
関
で
あ
っ

て
も
、
約
40
％
が
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
登
録
を
申
請
し
て
い
な

い
現
状
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

課
税
事
業
者
へ
の
変
更
予
定
の

な
い
医
療
機
関
で
は
約
80
％
が

申
請
し
な
い
と
答
え
た
。

　
協
会
は
11
月
22
日
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
で
の
市
民
へ
の
無
差
別

攻
撃
や
、
病
院
攻
撃
を
強
く
非
難
し
、
即
時
停
戦
を
求
め
る
緊
急
談
話

「
ガ
ザ
で
の
即
時
停
戦
と
市
民
の
安
全
確
保
を
」
を
発
表
し
た
。
日
本
政

府
に
対
し
て
も
一
刻
も
早
い
停
戦
と
市
民
の
安
全
確
保
の
た
め
に
積
極
的

役
割
を
果
た
す
よ
う
求
め
た
。

ガ
ザ
で
の
即
時
停
戦
と
市
民
の
安
全
確
保
を

緊急談話
発表

作成から申告まで代行します
日時   2024年 2 月5日（月）～2 月20日（火）

平日 ： 9 時～18時 
土曜 ： 9 時～17時 （日 ・ 祝除く）

勤務医対象　確定申告書作成会

協会へ事前申込→協会より受付完了メール→当日、先生ご自身で税理士事務所
へ書類を持参→税理士事務所受付・対応→申告代行または確認書類のご返却

担当   外村会計事務所　外村 弘樹 公認会計士・税理士 
（下京区河原町通五条上る東北角清水ビル５階　☎075‒341‒2258）

費用  ① 作成から申告代行 20,000円
 ② 作成書類の確認から申告代行 10,000円
 ③ 作成書類の確認のみ 5,000円
 ※ 不動産所得、譲渡所得（株式、土地建物）、住宅ローン控

除、医療費控除、ふるさと納税等がある場合は業務量に
応じて別途費用が必要

 ※費用は、外村会計事務所にて徴収します
 ※協会非会員の方は、プラス10,000円

事前申込制

申込締切
2024年２月２日

お申込は
こちらから

　2016年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「源泉徴収票」から個人番号欄が追加され
ている。マイナンバー制度にのっとって年末調整事務を行う場合は、事前に安全管理措置を講じた上
で、マイナンバーの取得・利用・提供・収集・保管・廃棄を適切に行わなければならない。ただし、
マイナンバーの記載がない場合でも税務署が書類を受理しないということはない。
　安全管理措置等の医療機関実務の留意点について、本紙2940号付録（15年９月５日発行）で詳細
をお伝えし、協会ホームページにも掲載しているので、ご確認いただきたい。ご質問やお問い合わせ
は協会事務局まで。

年末調整事務に係るマイナンバーの取扱い年末調整事務に係るマイナンバーの取扱い

京都府保険医協会の会員医療機関の皆さまには、大阪府保険医協同組合（M＆D保険医ネット
ワーク：協会提携）のオンライン共同購入で、医薬品・医療材料・機器を“特別価格”でご注文
いただけます。

医薬品・医療材料等の
オンライン共同購入オンライン共同購入

※ 利用申込みや商品の詳細は、大阪府保険医協同組合☎06－6568－
2741まで。代金の引き落としについては、京都府保険医協会☎075－
212－8877まで。

① 24時間いつでも注文　１回の注文金額が
7,000円（税別）以上で送料無料

② 商品名・商品コードによる検索、購入履歴
から楽々注文

③ 注文確認メールを返信、１カ月ごとの注文
履歴の確認が可能

大阪府保険医協同組合発行の請求書（毎月
20日締めで送付）により、ご利用の翌月に
京都府保険医協会がご指定の口座から自動引
き落としします。（ただし、初回利用時はお
振込み。口座登録後、引き落としは原則、京
都銀行26日、それ以外は27日）

オンライン共同購入 検索

特
　
　
徴

お
支
払
い

おすすめ

保団連近畿ブロック税務調査アンケート(抜粋）

調査期間 ７月～8月31日
送 付 数   10,000（京都医科：1,020） 

※近畿ブロック各協会の開業医会員　任意抽出50％
回 答 数  1,506［医科：961　歯科：537　無回答：８］（京都医科：241）
回 答 率  15％（京都医科：24％）

● 近畿ブロック全体
消費税免税の医療機関（調査時） 総数：924

課税事業者
への変更予定 申請済み 申請予定 申請しない 検討中 無回答

あり 103 11% 18 17% 13 13% 43 42% 25 24% 4 4%

なし 701 76% 7 1% 4 1% 590 84% 81 12% 19 3%

無回答 120 13% 1 1% 8 7% 77 64% 16 13% 18 15%

合計 924 100% 26 3% 25 3% 710 77% 122 13% 41 4%

●京都府保険医協会のみ
消費税免税の医療機関（調査時） 総数：150

課税事業者
への変更予定 申請済み 申請予定 申請しない 検討中 無回答

あり 23 15% 2 9% 3 13% 10 43% 7 30% 1 4%

なし 110 73% 0 0% 1 1% 86 78% 16 15% 7 6%

無回答 17 11% 0 0% 1 6% 7 41% 4 24% 5 29%

合計 150 100% 2 1% 5 3% 103 69% 27 18% 13 9%

ご利用にはID・パスワードが必
要です。
ID・パスワードの発行はオン
ライン共同購入ページの「発行
はコチラ」の申込みフォームか
ら、会員名でお申込み下さい。

日　時   2024年 2 月 1 日（木）  14時～16時
講　師 ㈱JAPAN・SIQ協会  興梠 悦子 氏
定　員  20人（１医療機関お 2人まで）
参加費 1,000円 ※当日徴収
　実践形式の講習を取り入れ、楽しく・わかりやすく・ためにな
ると毎回好評いただいている研修です。医療従事者に必要な「接
遇」の基礎をしっかり学んでいただけます。

医院・診療所での接遇マナー研修（初級）

お申込は
こちらから

要申込

2 0 2 3 年 (令和 5年) 1 2 月 1 0 日 第 3 1 5 9 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月10日･25日発行



年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に所定の「源
泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴収しなければならな
い。その源泉徴収した税額の年間合計額は、給与を受け取った
人の年間給与総額に対する所得税額（年税額）と一致しないの
が通常である。
　その主な理由は、①源泉徴収税額表が年間を通して毎月の給
与の額に変動がないものとして作られており、実際には年の中
途で給与の額が改定されている場合があること②年の中途で扶
養親族等に異動があっても、異動後の支払い分から源泉徴収税
額を修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が修正
されないこと③配偶者特別控除や生命保険料・地震保険料の控
除など年末調整の際に控除されるものがあること―などが挙げ
られる。
　この不一致を精算するために、年間の給与総額が確定する年
末にその年の所得税額（年税額）を正しく計算し、これまでに
徴収した税額との差額を徴収または還付することが必要とな
る。この精算手続を「年末調整」と呼んでいる。

年末調整の事務手続き
① 　源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払額、給与・
賞与から控除した社会保険料、源泉徴収した税額の年間合計
額を計算する。年の中途で採用した従業員の場合には、前職
（１月から退職月まで）の源泉徴収票に記載された給与等の
金額を合算する。

② 　①で集計した年間の給与の総額から「給与所得控除後の給
与等の額」を求め、「所得控除」の合計額を差引し、「課税所
得金額」を算出する。「課税所得金額」に税率を乗じて税額
を求め、住宅借入金等特別控除を控除して年調所得税額を算
出する。
③ 　②で求めた年調所得税額に102.1％を乗じて、復興特別所
得税を含む年調年税額を算出する（100円未満の端数は切り
捨て）。

④ 　③で求めた年調年税額と従業員から源泉徴収した年間の税
額との差額を本人還付（不足の場合は徴収）する。
⑤ 　従業員から源泉徴収した税額（未納付分）に年末調整の過
不足税額の合計額を加えて、翌年の１月10日（納期の特例が
提出されている場合は20日）までに納付しなければならな
い。

年末調整事務の留意点
　税務署から送付されている扶養控除等申告書などに「ＱＲ
コード」が付され、スマホ等でかざすと国税庁のホームページ
の記載例を見ることができる。
①　扶養控除等（異動）申告書について
　「令和５年分扶養控除等申告書」の提出がない場合（乙欄適
用）には、年末調整することはできない。23年中に扶養親族等
の異動があった場合や「ひとり親」「寡婦」に該当する場合は
「扶養控除等申告書」に変更の内容を記入しなければならない。
　源泉控除対象配偶者（合計所得金額が900万円以下の所得者
と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の者）
がある場合には、「扶養控除等申告書」に記入する必要がある。
　16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）については、扶養控除
を受けることはできないが、住民税に関する事項の欄には、記
入する必要がある。
　19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養親族の欄
に□✓を付ける（扶養控除の額63万円）。所得者の同一生計配偶
者または扶養親族が障害者である場合には、障害者の欄に□✓を
付ける（障害者控除の額：一般障害者27万円・特別障害者40万
円・同居特別障害者75万円）。
（注）ひとり親
   所得者がひとり親（次の要件を満たす者）である場合には、35万円控
除される。

 ＊一定の要件
   　生計を一にする子（所得金額が48万円以下）を有し、合計所得金額

が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
人がいないこと。

（注）寡婦
   ひとり親に該当しない寡婦（次の要件を満たす者）である場合には、
27万円控除される。

 ＊一定の要件
  〇夫と離婚後婚姻していない方
  　 　扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関

係と同様の事情にあると認められない人がいないこと。
  〇夫と死別後婚姻していない方
  　 　合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情に

あると認められる人がいないこと。
（注）個人番号（マイナンバー）について
   「扶養控除等申告書」に個人番号を記載することが義務づけられ、源泉
徴収票を市区町村に提出する際には、個人番号を記載する必要がある。

② 　基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整
控除申告書について

 ア．基礎控除申告書
   　基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」に

　棚卸の金額は、年末に残っている薬品等の数量（実際に調べ
る）にその年の最終の仕入単価（納入価）を乗じて計算する
（消費税分はプラスする）。
②　少額減価償却資産の必要経費算入
　青色申告者が１個・１組30万円未満（消費税込）の器具備品
等を取得し事業に使用した場合には、取得価額の合計額が300
万円に達するまでの金額（2023年１月１日以降に開業された方
は取得価額の合計額300万円を按分計算）を取得した年の必要
経費にすることができる。確定申告書に取得価額に関する明細
書を添付する必要がある。

（注）少額減価償却資産を取得した年に必要経費に算入した場合でも償
却資産税の対象資産となるので留意する必要がある。

③　減価償却制度について
　減価償却資産（建物・医療機械など）について2007年４月１
日以後に取得したものと2007年３月31日以前に取得したものに
区分し、それぞれの償却方法で減価償却し、必要経費に計上す
る。2007年３月31日以前に取得した減価償却資産について償却
費の累積額が取得価額の95％に達している場合には、取得価額
の５％から１円を控除した額について、５年間均等償却し、必
要経費に計上する。
　所有権移転外リース契約ついては、リース資産を売買により
取得したものとされるため、リース料総額（取得価額）をリー
ス期間定額法により減価償却し、必要経費に計上する。

（注）2016年４月１日以後に取得する建物附属設備・構築物の償却方
法は定額法とされた。テナントの内装工事等は償却資産税の対象と
なるので留意する必要がある。

④　特別償却の必要経費算入等
　青色申告者が適用することができる主な特別償却等はつぎの
とおりである。その選択にあたっては、その可否を検討し、特
別償却等を適用する必要がある。

「医療用機器等（新品）の特別償却（措置法12条の 2 ）」
　2025年３月31日までに厚生労働大臣が指定した取得価額500
万円以上（消費税込）の医療用機器を取得（所有権移転外リー
ス契約を除く）し、事業の用に供した場合には、普通償却費と
は別に取得価額の12％を特別償却することができる。また、一
定の勤務時間短縮用設備等や構想適合病院用建物等を取得し事
業の用に供した場合の特別償却制度が設けられている（2019年
４月１日以降取得分）。

「中小企業者の機械等（新品）の特別償却または税額控除（措
置法10条の 3 ）」
　取得価額70万円以上（消費税込）の一定のソフトウエアを取
得し、事業の用に供した場合には、普通償却費とは別に取得価
額の30％の特別償却か取得価額の７％の税額控除のいずれか選
択適用することができる。
　なお、所有権移転外リース契約についてはリース料総額が上
記要件を満たせば、税額控除の適用を受けることができる。

「給与等の支給額が増加した場合の税額控除（措置法10条の 5の 4 ）」
　2023年分について一定の要件を満たすときは、雇用者給与等
支給増加額の15％（教育訓練費増加要件を満たす場合は25％）
の税額控除の適用を受けることができる。

２．消費税
　2021年分の課税売上（検診や予防接種、自費診療等）（注１）
1,000万円超の事業者または2022年分の特定期間（注２）の課税
売上1,000万円超の事業者は、2023年分の消費税課税事業者と
なる。
　2023年分から新たに課税事業者になられた方で、簡易課税制
度を選択した場合には、簡易課税制度を２年間継続する必要が
ある。
　2024年分の消費税申告分から「本則課税」から「簡易課税」、
「簡易課税」から「本則課税」に変更する場合や2024年分から
課税事業者になられる方で、「簡易課税制度」を選択する場合
には、その可否を検討し、2023年12月31日までに税務署に所定
の届出書を提出する必要がある。
（注１ ） 事業資産の譲渡や他の事業、不動産収入（地代収入、居住用の賃貸収

入は除く）なども自費診療等に合算するので注意が必要である。
（注２ ） 免税事業者の判定（2011年消費税法改正）
   　基準期間（前々年）の課税売上が1,000万円以下、前年の１月から

６月まで（特定期間）の課税売上が1,000万円以下（売上に代えてそ
の期間の給与支給額でもよい）のいずれにも該当する者が免税事業者
となる。

　　 ＊高額特定資産（税抜1,000万円以上）の取得等した場合
   　課税事業者を選択および簡易課税制度を選択していない事業者が、

高額特定資産を取得等した場合は、取得等した日の属する課税期間の
翌課税期間から２年間は、事業者免税点制度および簡易課税制度を適
用されないこととされた。

　　 ＊適格請求書（インボイス）制度
   　2013年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボ

イス制度が開始された。インボイスを発行できる事業者は、登録を受
けた「適格請求書発行事業者」に限られる。

　　 ＊２割特例（消費税額の２割を納付）制度
   　免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方

が対象とされ、適用できる期間は、2023年10月１日から2026年９月
30日までの日の属する各課税期間とされる。２割特例の適用に当たって
は、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に２
割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができる。

３．電子帳簿保存
　電子取引・請求書等がメール配信される場合や事業者のホー
ムページに保存されている場合があるので、電子帳簿等の取扱
いに留意する必要がある。

　給与支払者にとって１年の締めくくりとなる年末調整。橋本清治税理士にポイントを解説いただい
た。マイナンバーの取扱いについては本紙 3面を参照いただきたい。

本年中の合計所得金額の見積額による基礎控除の額を記入
し、提出しなければならない。
（注） 基礎控除の額
   合計所得金額が2,400万円以下の所得者は48万円・2,400万円超
2,450万円以下の所得は32万円・2,450万円超2,500万円以下の所
得者は16万円。

 イ．配偶者控除等特別控除
   　合計所得金額1,000万円以下の所得者が配偶者控除また
は配偶者特別控除の適用を受ける場合は、「配偶者控除等
申告書」に配偶者の合計所得金額の見積額による控除額を
記入し、提出しなければならない。

 ウ．所得金額調整控除申告書
   　所得金額調整控除の適用を受ける場合には、「要件」欄
の該当する項目に□✓を付け、扶養親族等の氏名を記入し、
提出しなければならない。
（注） 所得金額調整控除
   給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の要件を満たす
ときは、給与収入金額（1,000万円超は1,000万円）から850万円を
控除した金額の10％を給与所得の金額から控除される。なお、共
働きの場合は夫婦双方で適用を受けることができる。

 ＊一定の要件（いずれかに該当）
 　〇自身が特別障害者。
 　〇 同一生計配偶者（事業専従者を除く）または扶養親族が特別障

害者。
 　〇23歳未満の扶養親族を有している。

③　保険料控除申告書について
  　生命保険料控除や地震保険料控除などの控除の適用を受け
る場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出しなけ
ればならない。
 ア．国民年金保険料・国民年金基金掛金
   　国民年金保険料および国民年金基金の掛金について社会
保険料控除の適用を受ける場合には、「保険料控除申告書」
に支払額を記入するとともに証明書を添付しなければなら
ない。２年分の国民年金保険料を前納したときは、納めた
年に一括控除する方法と各年において控除する方法を選択
適用することができる。

 イ．後期高齢者医療制度の保険料
   　従業員が生計を一にする親族の後期高齢者医療制度の保
険料を口座振替等により支払った場合には、社会保険料控
除の適用を受けることができる。なお、後期高齢者医療制
度の保険料が年金から天引きされている場合には、年金受
給者が社会保険料控除の適用を受けることになる。

 ウ．生命保険料
   　2012年分以後、一般生命保険料控除（旧：最高５万円、
新：最高４万円）と個人年金保険料控除（旧：最高５万
円、新：最高４万円）、介護医療保険料控除（2012年１月
１日以後締結等したもの：最高４万円）との合計適用限度
額が12万円 とされた。なお、新旧両方の保険契約を締結
している場合は、新旧の保険契約ごとに区分計算し、納税
者の有利な方を選択することができる。

 エ．地震保険料
   　地震保険料を支払った場合や一定の旧長期損害保険料を
支払った場合には地震保険料控除の適用を受けることがで
きる（最高５万円、旧長期損害保険料のみは最高１万５千
円）。

 オ．確定拠出年金
   　企業型年金加入者掛金または個人型年金（iDeCo）加

入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の適用を受けること
ができる。本人が直接支払ったものについては「保険料控
除申告書」に支払額を記入するとともに証明書を添付しな
ければならない。

④ 　個人の府民税および市民税の住宅借入金等特別税額控除制
度について
  　住宅借入金等特別控除の適用がある者について、所得税の
額から税額控除することができない住宅借入金等特別控除の
額がある場合には一定額を住民税の額から控除される。

決算対策と消費税（1,000万円超個人事業者）
　決算対策と消費税の留意点は次の通りである。

１．決算
　所得金額は、収入金額から必要経費を差引し算出されるた
め、本年分の収入金額になるものや未払経費・減価償却費など
本年分の必要経費になるものを計上する必要がある。この手続
きを「決算整理」という。
（１）収入金額
　年内に保険診療・検診・予防接種等を行ったもので、年末ま
でに入金していないものは、未収入金に計上し収入金額に計上
する必要がある。
（２）必要経費
①　薬品等の棚卸
　医薬品や診療材料等は、収入の原価として実際に使用したも
のが必要経費となる。

税理士税理士
橋本 清治橋本 清治年末調整年末調整とと決算対策決算対策ののポイントポイント
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年
末
年
始
の
休
日
加
算

　
〈
強
く
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け

な
い
。
優
し
く
な
け
れ
ば
生
き
て

い
く
資
格
が
な
い
〉

　
米
国
の
作
家
レ
イ
モ
ン
ド
・

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
小
説
で
私
立
探

偵
が
語
る
セ
リ
フ
。
昔
、
映
画
の

Ｃ
Ｍ
に
使
わ
れ
、有
名
に
な
っ
た
。

　
こ
の
言
葉
が
カ
ッ
コ
い
い
の
は

後
半
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
現
実
の

社
会
で
は
ま
ず
強
さ
を
求
め
ら
れ

る
。
学
校
の
先
生
も
、
弱
い
子
で

は
ダ
メ
だ
、
強
く
な
れ
と
言
う
。

　
社
会
生
活
で
、
苦
情
の
伝
達
や

交
渉
が
必
要
な
場
面
は
多
い
。

　
社
会
保
障
、
福
祉
は
あ
る
程
度

ま
で
整
備
さ
れ
、
金
銭
収
入
、
医

療
の
利
用
、
日
常
生
活
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
仕
組
み
は
一
応
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
行
政
の
各
種
制
度
は

申
請
主
義
。
申
請
な
し
で
適
用
や

給
付
を
す
る
の
は
例
外
的
だ
。

　
問
題
は
、
自
分
は
ど
う
し
た
い

か
と
い
う
意
思
決
定
と
、
そ
の
た

め
の
権
利
の
主
張
で
あ
る
。

　
民
法
の
世
界
に
は
、
次
の
よ
う

な
格
言
が
あ
る
。

　
〈
権
利
の
上
に
眠
る
も
の
は
保

護
に
値
せ
ず
〉

　
金
銭
の
請
求
な
ど
に
消
滅
時
効

を
定
め
て
い
る
理
由
だ
が
、
権
利

が
あ
る
な
ら
行
使
す
る
の
が
当
然

と
い
う
考
え
方
は
民
法
全
体
、
い

や
法
体
系
全
般
に
漂
っ
て
い
る
。

　
君
主
に
従
う
封
建
社
会
か
ら
近

代
国
家
へ
。
さ
ら
に
全
員
で
形
づ

く
る
民
主
主
義
社
会
で
は
、
し
っ

か
り
し
た
意
識
を
持
つ
個
人
の
確

立
が
望
ま
し
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　
日
本
国
憲
法
12
条
の
前
段
は
、

こ
う
強
調
し
て
い
る
。

　
〈
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す

る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不

断
の
努
力
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉

　
統
治
権
力
者
は
人
権
を
軽
ん
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
油
断
せ

ず
に
闘
っ
て
守
れ
と
い
う
趣
旨
だ

が
、
権
利
主
張
を
自
己
責
任
の
よ

う
に
読
ん
で
し
ま
う
人
も
い
る
。

　
一
人
ひ
と
り
が
権
利
を
認
識

し
、権
利
を
主
張
し
、権
利
を
行
使

す
る
。
そ
う
い
う
個
人
が
法
体
系

の
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

　
実
際
に
は
、
自
分
だ
け
で
主
張

で
き
な
い
人
が
多
数
存
在
す
る
。

　
知
的
能
力
や
精
神
面
の
障
害
だ

け
で
な
く
、
心
理
的
あ
る
い
は
身

体
的
に
弱
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

　
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
状
況
、

相
手
と
の
力
関
係
な
ど
か
ら
、
権

利
主
張
し
に
く
い
人
も
い
る
。

　
雇
用
関
係
、
所
属
組
織
、
家
族

内
の
虐
待
、
施
設
入
所
・
入
院
、

近
隣
か
ら
の
見
ら
れ
方
…
…
。

　
そ
も
そ
も
法
律
や
制
度
に
つ
い

て
、
知
識
の
少
な
い
人
は
多
い
。

　
例
え
ば
医
師
は
、
社
会
的
地
位

の
面
で
も
知
的
能
力
の
面
で
も
最

強
レ
ベ
ル
だ
ろ
う
が
、
法
律
に
は

疎
い
こ
と
が
あ
る
。

　
医
療
現
場
で
は
ど
う
か
。
消
費

者
の
立
場
か
ら
過
剰
な
要
求
を
す

る
患
者
が
い
る
一
方
で
、
遠
慮
し

て
言
え
な
い
患
者
も
ま
だ
多
い
。

　
治
療
方
針
の
意
思
決
定
で
は
、

弁
護
士
や
大
学
教
授
で
も
、
自
分

だ
け
で
十
分
に
決
め
ら
れ
る
か
。

　
現
行
の
成
年
後
見
制
度
は
、
判

断
能
力
の
不
十
分
な
人
を
一
人
前

と
し
て
扱
わ
な
い
。
障
害
者
権
利

条
約
の
要
請
も
あ
り
、
で
き
る
だ

け
代
行
決
定
で
は
な
く
、
本
人
に

よ
る
意
思
決
定
の
支
援
へ
変
え
よ

う
と
い
う
方
向
に
な
っ
て
い
る
。

　
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
意
思
決

定
の
支
援
、権
利
行
使
の
支
援
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
多
少
な

り
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
オ
レ
は
強
い
と
い
う
意
識
の
人

も
い
る
け
れ
ど
、
競
争
社
会
で
勝

ち
抜
く
ス
ト
レ
ス
を
抑
え
る
た
め

の
自
己
防
衛
か
も
し
れ
な
い
。

　
強
い
個
人
と
い
う
市
民
社
会
の

前
提
は
、
幻
想
で
は
な
い
か
。

　
み
ん
な
に
強
く
あ
る
こ
と
を
要

求
す
る
社
会
は
、
優
し
く
な
い
。

「
強
い
個
人
」
は
ど
れ
だ
け
い
る
か
？

金
融
共
済
委
員
会

（
11
／
22
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
審
査
9
件
、
加
入
審
査

1
件
を
審
査
し
可
決
し
ま
し

た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

2
件
の
案
件
を
審
査
し
可
決

し
ま
し
た
。

③
保
険
医
年
金
分
科
会

　
保
険
医
年
金
の
監
事
会
社
の

大
樹
生
命
株
式
会
社
、
引
受
会

社
の
富
国
生
命
相
互
会
社
の
担

当
者
が
出
席
し
、
22
年
度
決
算

報
告
を
行
い
ま
し
た
。
概
要
は

以
下
の
通
り
。

　
「
年
金
開
始
前
」
全
国
決
算

は
掛
金
収
入
額
5
8
3
億
9
5

8
0
万
円
で
対
前
年
比
93
・
7

％
と
な
り
、
う
ち
月
払
掛
金
4

1
9
億
6
4
8
0
万
円
で
対
前

年
比
97
・
7
％
、
一
時
払
掛
金

1
6
4
億
1
0
0
万
円
で
対
前

年
比
85
・
3
％
と
な
っ
た
。
京

都
で
は
月
払
掛
金
収
入
額
は
8

億
2
3
7
0
万
円
で
対
前
年
比

95
・
1
％
、
一
時
払
掛
金
は
3

億
6
6
5
0
万
円
で
対
前
年
比

98
・
5
％
で
、
掛
金
合
計
11
億

9
0
2
0
万
円
、
対
前
年
比

96
・
2
％
に
減
少
し
た
。

　
全
国
の
脱
退
一
時
金
は
2
7

7
億
4
6
7
3
万
円
で
対
前
年

比
98
・
7
％
の
支
払
い
を
し

た
。
京
都
で
も
8
億
2
4
3
3

万
円
で
対
前
年
比
89
・
5
％
と

支
払
い
が
減
少
し
た
。

　
全
国
の
年
度
末
加
入
者
数
は

4
万
1
6
5
8
人
、
加
入
口
数

39
万
9
6
4
4
口
と
な
り
、
う

ち
京
都
の
加
入
者
数
は
7
8
8

人
、
加
入
口
数
8
4
6
2
口
で

あ
る
。

　
「
年
金
開
始
後
」
全
国
年
金

受
給
者
は
年
末
に
8
6
6
2

人
、
京
都
で
は
3
6
8
人
と

な
っ
た
。

　
保
険
医
年
金
は
安
定
性
・
安

全
性
・
自
在
性
に
富
ん
だ
制
度

で
、
国
内
生
保
会
社
6
社
の
共

同
受
託
で
運
営
し
て
い
る
。
2

0
2
2
年
度
は
0
・
0
4
2
％

の
配
当
が
あ
り
、
予
定
利
率

1
・
1
5
8
％
と
合
わ
せ
て
実

績
配
当
1
・
2
0
0
％
と
な
っ

た
。
加
入
者
の
積
立
金
は
毎
年

決
算
時
に
責
任
準
備
金
と
し
て

積
み
立
て
ら
れ
、「
年
金
開
始

前
」「
年
金
開
始
後
」
の
全
国

年
末
責
任
準
備
金
は
1
兆
3
4

0
4
億
3
3
7
1
万
円
（
対
前

年
比
1
0
1
％
）、
京
都
で
は

3
4
4
億
3
6
8
6
万
円
（
対

前
年
比
98
％
）
が
確
保
さ
れ
て

い
る
。
加
入
者
へ
の
積
立
金
通

知
書
は
10
月
下
旬
か
ら
11
月
初

旬
に
幹
事
会
社
か
ら
発
送
さ
れ

た
。

　
震
災
直
後
何
度
か
来
た
後
、

久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
石
巻
の
駅

前
で
は
サ
イ
ボ
ー
グ
0
0
9
が

出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
今
回

の
主
な
現
地
視
察
は
「
再
稼
働

の
迫
る
女
川
原
発
」
と
「
多
く

の
児
童
が
犠
牲
に
な
っ
た
大
川

小
学
校
」
で
す
。

1
日
目
、「
女
川
原
発
再
稼
働

差
し
止
め
訴
訟
の
経
過
と
今
後

に
つ
い
て
」
原
告
団
長
の
原
伸

雄
氏
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

今
策
定
の
避
難
計
画
で
は
、
事

故
が
起
こ
っ
た
時
住
民
は
絶
対

に
安
全
に
逃
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
そ
う
で
す
。
理
由
は
、
道

路
が
一
本
し
か
な
く
激
し
い
交

通
渋
滞
で
30
㎞
圏
内
か
ら
脱
出

で
き
ず
、
バ
ス
の
確
保
も
な

島
第
一
原
発
の
よ
う
な
15
ｍ
の

津
波
が
あ
れ
ば
、
同
じ
悲
劇
が

起
き
て
い
ま
し
た
。
使
用
で
き

た
外
部
電
源
は
1
系
統
だ
け

で
、
ま
さ
に
大
悲
劇
を
免
れ
ま

し
た
。

　
一
審
で
は
「
事
故
が
発
生
す

る
具
体
的
危
険
性
の
主
張
立
証

が
な
い
」
た
め
、
原
告
の
請
求

く
、
二
次
避
難
所
す
ら
指
定
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
原
告

団
は
、
入
院
患
者
や
高
齢
者
、

障
が
い
者
の
避
難
が
困
難
で
オ

フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
が
機
能
せ

て
き
ま
し
た
。

3
・
11
の
際
、
女
川
原
発
は

大
事
故
ま
で
紙
一
重
で
し
た
。

原
発
の
敷
地
の
高
さ
は
当
時

14
・
8
ｍ
。
地
震
で
1
ｍ
の
地

盤
沈
下
が
起
き
、
13
ｍ
の
津
波

が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
わ
ず
か

80
㎝
で
助
か
っ
た
の
で
す
。
福

ず
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の

緊
急
配
布
が
で
き
な
い

な
ど
を
挙
げ
、
原
子
炉

の
安
全
性
論
議
で
は
な

く
住
民
の
生
命
や
生
活

目
線
で
裁
判
を
目
指
し

方
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
「
事

前
防
災
と
専
門
家
の
役
割
〜
東

日
本
大
震
災
大
川
小
児
童
津
波

事
件
か
ら
考
え
る
」
で
、
吉
岡

和
弘
弁
護
士
か
ら
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

　
大
川
小
学
校
は
石
巻
市
の
郊

外
で
北
上
川
に
隣
接
し
た
小
学

校
で
す
。
こ
こ
で
起
き
た
悲
劇

は
テ
レ
ビ
な
ど
で
繰
り
返
し
報

じ
ら
れ
、人
々
の
涙
を
誘
い
、学

校
で
の
児
童
の
安
全
確
保
に
お

け
る
責
任
所
在
に
つ
い
て
多
く

の
問
題
を
投
げ
か
け
ま
し
た
。

　
吉
岡
弁
護
士
が
大
川
小
・
津

波
訴
訟
で
問
題
に
し
た
経
緯
は

次
の
通
り
で
す
。

　
（
1
）3
月
11
日
14
時
46
分
。

震
度
6
の
地
震
発
生
。
教
職
員

は
児
童
を
校
庭
に
避
難
さ
せ

る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
宮
城
県
に
6
ｍ

の
津
波
と
報
道
。
教
務
主
任
は

「
裏
山
だ
」
と
叫
び
、
教
頭
に

裏
山
避
難
を
進
言
（
校
長
は
午

後
か
ら
有
給
休
暇
で
不
在
）。

　
（
2
）
15
時
14
分
。

津
波
警
報
が
6
ｍ
か
ら

10
ｍ
以
上
に
修
正
。
児

童
を
迎
え
に
来
た
母
親

が
教
頭
に
裏
山
避
難
を

勧
め
る
が
教
頭
は
落
ち

着
く
よ
う
諭
す
。

　
（
3
）15
時
15
分
頃
。教
頭
は

区
長
に
「
裏
山
に
登
り
た
い

が
」
と
尋
ね
る
が
、
区
長
は

「
津
波
は
来
な
い
、
校
庭
に
い

た
方
が
安
全
」
と
答
え
る
。

　
（
4
）15
時
25
分
。広
報
車
が

18
〜
20
ｍ
の
津
波
を
目
撃
し
、

小
学
校
正
門
前
で
放
送
。
15
時

30
分
頃
、
教
師
と
児
童
は
裏
山

と
反
対
側
の
川
沿
い
の
三
角
地

帯
に
避
難
を
開
始
。

　
（
5
）15
時
37
分
頃
。10
ｍ
の

津
波
が
襲
来
。
児
童
73
人
、
教

師
10
人
死
亡
、
児
童
4
人
、
教

務
主
任
1
人
が
助
か
る
。

　
亡
く
な
っ
た
児
童
23
人
（
19

家
族
）
の
遺
族
が
石
巻
市
と
宮

城
県
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
し

ま
し
た
。
被
告
側
は
予
期
せ
ぬ

巨
大
地
震
と
津
波
で
、
天
災
、

不
可
抗
力
と
主
張
。
遺
族
側

は
、
県
や
市
は
大
地
震
発
生
を

予
想
し
て
お
り
、
海
抜
1
・
12

ｍ
の
低
地
で
防
潮
堤
も
脆
弱

だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津

波
避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
山
梨
県

の
も
の
を
コ
ピ
ペ
し
た
も
の

で
、
津
波
避
難
訓
練
も
な
か
っ

た
と
主
張
し
ま
し
た
。

　
仙
台
地
裁
判
決
で
は
、
学
校

裁
判
で
家
族
の
思
い
が
届
い
た

環
境
問
題

環
境
問
題

162

に
津
波
の
到
来
予
見
が
あ
っ
た

と
し
て
、
教
師
の
過
失
を
認
め

ま
し
た
。
双
方
が
控
訴
し
た
仙

台
高
裁
で
も
、
学
校
を
管
理
・

運
営
す
る
石
巻
市
、
市
教
委
、

校
長
、
教
頭
、
教
務
主
任
ら
は

地
震
や
津
波
が
発
生
す
る
遅
く

と
も
1
年
前
の
時
点
で
児
童
ら

の
安
全
確
保
の
職
責
を
果
た
す

べ
き
義
務
を
懈
怠
し
た
と
判
決

が
出
ま
し
た
。
最
高
裁
は
高
裁

判
決
を
維
持
し
、
県
と
市
の
上

告
は
棄
却
さ
れ
ま
し
た
。

　
裁
判
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た

が
、中
で
も
、危
機
管
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
と
災
害
を
想
定
し
た
訓
練

の
重
要
性
で
す
。
津
波
が
迫
る

中
、
な
ぜ
教
務
主
任
の
裏
山
避

難
指
摘
を
無
視
し
た
の
か
。
あ

る
児
童
の
母
は
「
先
生
ら
の
つ

ま
ら
な
い
人
間
関
係
で
う
ち
の

子
は
死
ん
だ
」「
先
生
の
言
う

こ
と
を
よ
く
聞
き
な
さ
い
と
し

つ
け
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と

悔
や
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　
裁
判
が
原
告
勝
訴
に
終
わ
っ

た
の
に
は
、
弁
護
団
の
い
く
つ

か
の
作
戦
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
は
3
年
の
時
効
ぎ
り

ぎ
り
ま
で
被
害
者
た
ち
が
困
難

に
直
面
し
な
が
ら
も
証
拠
を
集

め
資
料
を
作
成
し
、
そ
れ
を
わ

ず
か
2
人
の
弁
護
士
が
後
ろ
で

見
守
り
、
裁
判
で
当
事
者
家
族

が
自
分
た
ち
の
言
葉
で
涙
な
が

ら
に
訴
え
た
こ
と
で
、
彼
ら
の

気
持
ち
が
裁
判
所
に
届
い
た
と

分
析
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
京
都
歯
科
保
険
医
協
会

副
理
事
長
　
平
田
高
士
）

を
棄
却
す
る
判
決
で
し
た
。
つ

ま
り
原
告
住
民
が
地
震
津
波
の

発
生
を
予
想
し
て
事
故
が
起
こ

る
こ
と
を
立
証
し
ろ
と
い
う
こ

と
で
す
。
た
だ
、
控
訴
し
た
仙

台
高
裁
で
は
避
難
計
画
の
実
効

性
の
中
身
の
判
断
を
行
う
考
え

が
示
さ
れ
、
今
後
の
裁
判
の
行

保
団
連
公
害
視
察
会
に
参
加
①

Ｑ
、
年
末
年
始
の
休
日
に
外

来
対
応
医
療
機
関
と
し
て
診
療

す
る
場
合
、
休
日
加
算
は
算
定

で
き
る
か
。

Ａ
、
12
月
29
日
か
ら
1
月
3

日
は
休
日
加
算
の
対
象
と
な
る

休
日
で
す
が
、
外
来
対
応
医
療

機
関
が
当
該
休
日
を
診
療
日
と

し
て
診
察
す
る
場
合
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
ま

た
は
疑
い
患
者
に
つ
い
て
は
特

例
で
休
日
加
算
が
算
定
で
き
ま

す
。
深
夜
加
算
に
つ
い
て
も
同

様
で
す
。

2 0 2 3 年 (令和 5年) 1 2 月 1 0 日 第 3 1 5 9 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月10日･25日発行

原　昌平  （ジャーナリスト）
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乗
り
鉄
ド
ク
はEarly

Bird

。

車
で
能
登
の
旧
国
鉄
蛸
島
線
の
廃

線
跡
を
辿
っ
て
い
き
ま
す
。

　
蛸
島
駅
。
昭
和
の
映
画
や
ド
ラ

マ
に
よ
く
使
わ
れ
た
終
着
駅
。
今

も
残
存
す
る
駅
舎
や
線
路
に
佇

み
、
昔
日
の
情
景
や
場
面
に
思
い

を
馳
せ
ま
す
。

　
宗
玄
駅
。
駅
舎
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
近
く
に
そ
び
え
る
荘
厳
な
蔵

と
屋
敷
が
名
酒
「
宗
玄
」
の
蔵
元

で
す
。
ち
ょ
こ
っ
と
道
草
を
し

て
、
海
沿
い
の
駅
、
恋
路
駅
へ
と

向
か
い
ま
す
。
恋
路
…
な
ん
と
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
響
き
で
し
ょ
う
。

往
年
のD

iscover
Japan

、

国
鉄
栄
光
の
時
代
に
は
、
駅
の
名

が
醸
す
浪
漫
と
美
形
の
海
岸
や
能

登
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ジ
ャ
ー

ニ
ー
に
憧
れ
た
ロ
マ
ン
派
の
若
者

て
い
ま
す
。
国
鉄
時
代
の
資
料
や

古
き
能
登
の
写
真
が
展
示
さ
れ
た

ミ
ニ
博
物
館
と
、
海
の
幸
と
山
の

幸
が
集
ま
る
市
場
と
に
リ
ノ
ベ
ー

ト
さ
れ
た
駅
で
、
地
料
理
で
腹
ご

し
ら
え
し
て
、
能
登
み
や
げ
を
調

達
し
て
穴
水
へ
向
か
い
ま
す
。

　
の
と
鉄
道
の
終
点
で
あ
る
穴
水

に
広
が
る
田
園
風
景
、
穏
や
か
な

七
尾
湾
を
眺
め
な
が
ら
揺
ら
れ
な

が
ら
進
む
ス
ロ
ー
ト
レ
イ
ン
の
乗

り
鉄
旅
。
酒
杯
を
傾
け
な
が
ら
の

乗
り
鉄
の
一
等
地
、
一
境
地
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

　
能
登
中
島
駅
に
途
中
停
車
。
こ

こ
に
は
日
本
遺
産
の
鉄
道
郵
便
車

オ
ユ
10
が
保
存
さ
れ
て
い
て
、
乗

客
は
郵
便
車
の
中
を
特
別
に
見
学

た
ち
が
押
し
寄
せ
た
も
の
で
し

た
。
ホ
ー
ム
も
線
路
も
「
デ
ィ
ス

カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
」
や
「
い
い
日

旅
立
ち
」
の
ポ
ス
タ
ー
も
そ
こ
に

残
っ
て
い
ま
す
。

　
今
は
夏
の
限
ら
れ
た
日
だ
け
、

恋
路
駅
か
ら
宗
玄
ト
ン
ネ
ル
の
間

を
眼
下
に
広
が
る
恋
路
海
岸
を
眺

駅
か
ら
、
能
登
半
島
の
内
浦
を
走

る
観
光
列
車
「
の
と
里
山
里
海

号
」
に
乗
っ
て
七
尾
に
向
か
い
ま

す
。
里
山
車
両
（
Ｎ
Ｔ
3
0
1
）

の
濃
紺
の
外
観
は
日
本
海
の
深
い

青
を
表
現
し
、
能
登
の
黒
瓦
の
よ

う
に
美
し
く
輝
く
鏡
面
仕
上
げ
が

な
さ
れ
（
写
真
2
）、
車
内
に
は

の
と
里
山
里
海
号
　
能
登
内
浦
の
世
界
農
業
遺
産
を
走
る
（
の
と
鉄
道
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鉄
道
郵

便
車
が
活
躍
し
た
昭
和
30
年
代
の

情
熱
を
感
じ
、
厚
く
熱
い
旅
の
余

韻
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
推
し
地
酒
。
宗
玄
純

米
吟
醸Sam

uraiP
rincess

（
宗
玄
酒
造
、
珠
洲
市
宗
玄
、
石

川
）

　
（
の
と
里
山
里
海　

2
0
2
1
年
2
月
乗
）

能
登
に
息
づ
く
工
芸
品
が
並

び
、
シ
ー
ト
は
オ
レ
ン
ジ
色

を
基
調
に
統
一
さ
れ
て
い
ま

す
（
写
真
3
）。
列
車
で
ス

イ
ー
ツ
と
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ

い
な
が
ら
、
ア
テ
ン
ダ
ン
ト

手
作
り
の
絵
や
鮮
や
か
な
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
壁
一
面

に
飾
ら
れ
た
ト
ン
ネ
ル
を
く

ぐ
り
、「〝
世
界
農
業
遺
産
〞

能
登
の
里
山
里
海
」
の
風
景

を
車
窓
か
ら
鑑
賞
し
、
昔
な

が
ら
の
黒
瓦
の
集
落
や
一
面

め
な
が
ら
自
分
の
足

で
こ
ぎ
進
む
、
奥
の

と
ト
ロ
ッ
コ
鉄
道

「
の
ト
ロ
」
が
運
行

さ
れ
て
い
ま
す
（
写

真
1
）。
当
時
若
モ

ン
今
オ
ジ
ン
は
我
一

人
、
ホ
ー
ム
に
佇
む

の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
珠
洲
駅
。
駅
舎
も

ホ
ー
ム
も
国
鉄
時
代

の
車
両
も
保
存
さ
れ

日
　
時

2
0
2
4
年
2
月

17
日
（
土
）
15
時
20
分
〜
18
時

会
　
場　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
階
「
ロ
ー
ズ
」

会
　
費

1
0
0
0
円
（
来

場
者
）

内
　
容　
講
演
Ⅰ　
座
長
・

小
西
啓
介
氏
（
小
西
皮
膚
科
ク

リ
ニ
ッ
ク
院
長
）「
C
O
V
I
D

－

19
時
代
の
か
ぜ
診
療
」
山

本
舜
悟
氏
（
大
阪
大
学
大
学
院

医
学
系
研
究
科
・
変
革
的
感
染

制
御
シ
ス
テ
ム
開
発
学
・
寄
付

講
座
准
教
授
）

　
講
演
Ⅱ　
座
長
・
片
岡
正
人

氏
（
片
岡
医
院
院
長
）　
「
実
地

医
家
の
先
生
方
が
遭
遇
す
る
慢

性
疼
痛
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
〜
神

経
障
害
性
疼
痛
を
中
心
に
〜
」

尾
本
篤
志
氏
（
京
都
第
一
赤
十

字
病
院
・
総
合
内
科
部
長
）

共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会
・
第
一
三
共
株
式
会
社

　
※
日
医
生
涯
教
育
講
座
：
2

単
位
（
講
演
Ⅰ
：
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
コ
ー
ド
8
〈
感
染
症
対
策
〉

案
1
単
位
、
講
演
Ⅱ
：
73
〈
慢

性
疾
患
・
複
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京都府保険医協会・融資斡旋利率表
（新　規）2023年12月～2024年 5 月委員会承認分（新規開業資金は★参照）適用
（既借入）2024年１月～12月適用

種 別 制 度 名 限度額（万円） 返済期間（カ年） 利率（年％） 前年比

開業医融資

設 備 資 金 13,000 20 0.80 +0.2
長 期 運 転 資 金 1,000 5 0.70 +0.1
中 期 運 転 資 金 1,000 3 0.60

変更なし
短 期 運 転 資 金 1,000 1 0.60
子 弟 教 育 資 金 3,000 10 0.90 +0.3

病院融資
病 院 設 備 資 金 50,000 20 1.30 +0.35
病 院 運 転 資 金 3,000 3 1.10 +0.35

勤務医融資
新 規 開 業 資 金 10,000 20 0.90 +0.35
勤務医子弟教育資金 2,000 10 0.90 +0.3
勤務医生活安定資金 500 3 0.60 変更なし

自　由　ロ　ー　ン 5,000 10 1.20

　協会の制度融資（開業医・病院・勤務医融資）の利率を見直しました。
　新規借入分の利率は、毎年２回、６月１日と12月１日に見直しを行ってお
り、下表利率は、23年12月～24年５月の金融共済委員会で承認される案件に適
用します（新規開業融資は★参照）。
　既借入分の利率は毎年１回、12月１日に見直しを行っており、下表利率は、
24年１月～12月に適用します。
　運転資金の手数料無料を12月以降も継続し、医業経営を引き続き支援しま
す。融資ご利用に関しては、協会までお気軽にご相談下さい。

※2023年12月～2024年５月委員会承認分に適用
※取扱いは京都銀行（基金および国保の診療報酬振込指定銀行）のみ

新規開業融資は会員特別優遇金利と協会手数料無料を継続し、開業をサポート
しています。新規開業をご予定の先生は、ぜひご利用下さい。

(2023年 　12月1日現在)

制　度 限度額 返済期間 利率（年） 協会手数料
新規開業資金 １億円 20カ年（据置12カ月） 0.90％ 0円

★新規開業融資も使いやすく！ 期間限定

融資 金利上昇の中低利で斡旋金利上昇の中低利で斡旋 運転資金の
手数料無料を継続

日　時   2024年 1 月 25 日（木）  14時～15時30分
（終了時間が15分早くなりました）

場　所 ハイブリッド形式
 会場：京都経済センター会議室3階3－F（四条烏丸、地下道26番出口直結）

※当日の欠席等、緊急の連絡は協会（☎075－212－8877）まで
議　題 ①2023年度上半期活動報告　②2023年度下半期重点方針　③決議採択、等

第206回 定時代議員会
　京都府保険医協会は第206回定時代議員会をハイブリッド形式で開催します。代議員
の方はぜひご出席下さい。代議員が欠席の場合は、予備代議員の出席をお願いします。
　また、京都府保険医協会議事規定第4章第21条により、代議員が議案を提出される場
合は、同規定に定められた手続きでご提出下さい。議案書は1月中旬頃に発送予定です。

　新型コロナパンデミックでは、京都府の保健・医療体制の脆弱さが明らかになりまし
た。京都市では2010年に行政区保健所が全廃され、京都市保健所が1カ所にまとめら
れたことが、保健所に働く人たちだけでなく、市民にも大きな影響を与えました。公衆
衛生行政の問題点を明らかにし、これからの公衆衛生を考えます。
　「行政区に保健所を！」の声を広げる署名運動もスタートします。

日　時 12月13日（水）  18時30分～
場　所 ラボール京都 第８会議室（京都市中京区壬生仙念町30-2　☎075-801-5311）

※ウェブ参加希望の方は、協会までご連絡下さい。
【基調報告】　①  新型コロナウイルス感染症が明らかにした京都市の

「公衆衛生行政」の問題点
   ② 保健所の現場から考える市の感染症対策

【講　　演】　「市民の権利としての公衆衛生の確立へ」（仮題）
岡﨑 祐司 氏（佛教大学）

主　催：京都市の公衆衛生行政の充実を求める京都市実行委員会
　　　　（事務局） 京都府保険医協会　☎075－212－8877

京都市のコロナ行政を振り返り京都市のコロナ行政を振り返り
行政区保健所の復活を考える  市民のつどい

　過去の連載は、京都
府保険医協会のホー
ムページからもご覧
いただけます。
　本紙     3149号からは
カラー写真でご覧い
ただけるようになり
ました。
https://healthnet.jp
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